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税務情報 

国税庁 ― 「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」の公表 

国税庁は 4 月 6 日、新型コロナウイルス感染症に関する情報を集約して掲載してい

る「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」のページに、以下のお知ら

せを掲載しました。 

■ 確定申告期限の柔軟な取扱いについて（4 月 17 日（金）以降も申告が可能です）

（PDF 113.0KB） 

2 月 28 日発行の e-Tax News No.184「国税庁 ― 申告所得税、贈与税及び個人事

業者の消費税の申告・納付期限を延長」では、国税庁が 2 月 27 日、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止の観点から、2019 年分の申告所得税（及び復興特別所得税）、

贈与税及び個人事業者の消費税（及び地方消費税）の申告・納付期限を 2020 年 4

月 16 日まで延長することを公表した旨をお知らせしました（「申告所得税、贈与税及

び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和 2 年 4 月 16 日（木）まで延長され

ました」）。 

表題のお知らせでは、2020 年 4 月 17 日以降の確定申告及び申告相談について(1)

及び(2)の対応が行われる旨が明らかにされるとともに、新たに公表された(3)及び(4)

のお知らせにアクセスできるリンクが掲載されています。 

(1) 新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、確定申告会場

の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申

告することが困難な方については、期限を区切らずに、2020 年 4 月 17 日以降で

あっても柔軟に確定申告書を受け付ける。申告書の作成又は来署することが可

能になった時点で税務署へ申し出ることにより、申告期限延長の取扱いをする。 

(2) 2020 年 4 月 17 日以降の申告相談については、確定申告会場のように先着順に

申告相談を受ける方式ではなく、納税者が待つことなくスムーズに申告できるよう、

原則として事前予約制とするなど、感染リスク防止により一層配意した形で行う。 

(3) 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定に

よる期限延⻑⼿続に関する FAQ（PDF 709.3KB） 

確定申告期限の柔軟な取扱いを受ける際の手続等が取りまとめられている FAQ

で、以下の 4 問から構成されています。 
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問 1．どのような場合に個別延⻑が認められますか。 

問 2．個別延⻑の場合の申告・納付期限はいつになりますか。 

問 3．申請や届出など、申告以外の手続きも個別延⻑の対象となりますか。 

問 4．個別延⻑する場合には、どのような手続きが必要となりますか。 

問 4 では、2020 年 4 月 17⽇以降に申告書を提出する場合に、申告書の余白に

「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請」の付記が必要であるとの

説明とともに、申告書を書面で提出する場合又は e-Tax で提出する場合の上記

付記の記載・入力方法がイメージ図とともに紹介されています。 

(4) (4月17日以降に申告をされる方へ)4月17日以降に申告される方の口座からの振

替日は、個別に連絡いたします（PDF 101.5KB） 

申告期限の延長申請をした場合の申告所得税及び個人事業者の消費税の口座

からの振替日については、所轄の税務署から個別に連絡する旨等が明らかにさ

れています。 

ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている
状況に対応するものではありません。私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するよう努め
ておりますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではあり
ません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショ
ナルが特定の状況を綿密に調査した上で提案する適切なアドバイスをもとにご判断ください。 
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